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( )

青
森
県
告
示
第
百
六
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
八
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
八
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号)

附
則
第
百
三
十
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
次
の

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二

十
一
条
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
医
師
に
診
察
を
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
精
神
科
病
院
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。
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介
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主
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在
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廃
止
の
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年
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日

廃

止

年
月
日

医
療
法
人

泰
人
会
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戸
市
新
井
田
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二
丁
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一
の
二
五

新
井
田
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宅
介
護

支
援
セ
ン

タ
ー

八
戸
市
新
井
田
西

二
丁
目
一
の
二
五

平
成

��

･

�･

��

平
成

��･

�･

��

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の

開

設

者

介
護
療
養
型
医
療
施
設

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

辞
退
の

届

出

年
月
日

辞

退

年
月
日

医
療
法
人

白
生
会

五
所
川
原
市
字
旭

町
二
〇
の
六

医
療
法
人

白
生
会
胃

腸
病
院

五
所
川
原
市
字
中

平
井
町
一
四
二
の

一

平
成

��･

�･

��

平
成

��･

�･

��

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

医
療
法
人

泰
人
会

八
戸
市
新
井
田
西

二
丁
目
一
の
二
五

介
護
予

防
通
所

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

医
療
法
人

泰
人
会
八

戸
新
井
田

ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
新
井
田

西
二
丁
目
一
の

二
五

平
成

��

･

�･

��
平
成

��

･

�･

��

合
同
会
社

K
's

企
画

十
和
田
市
穂
並
町

三
の
二

介
護
予

防
訪
問

介
護

ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
ほ
な
み

十
和
田
市
穂
並

町
三
の
二

��

･

�･

��
〃

株
式
会
社

フ
ァ
ー
マ

み
ら
い

東
京
都
世
田
谷
区

代
沢
五
丁
目
二
の

一

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

し
ん
ま
ち

薬
局

む
つ
市
新
町
一

〇
の
一
二

��

･

�･

�
��

･

�･

��

佐
藤
雄
大

弘
前
市
大
字
富
田

三
丁
目
一
〇
の
二

一

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

ス
ク
エ
ア

歯
科

弘
前
市
大
字
富

田
三
丁
目
一
〇

の
二
一

��

･

�･

��
��

･

��･

�



( )

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
一
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三

十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
応
急
入
院
指
定
病
院
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
四
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

認
定
年
月
日

認
定
期
限

一
般
社
団
法
人
愛

成
会

弘
前
愛
成

会
病
院

弘
前
市
大
字
北
園
一
丁
目
六
の
二

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

��

医
療
法
人
青
仁
会

青
南
病
院

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
赤
坂
一
六

の
三

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

��

社
会
医
療
法
人

松
平
病
院

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
出
口
平
一

七

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

��

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

指
定
期
限

一
般
社
団
法
人
愛

成
会

弘
前
愛
成

会
病
院

弘
前
市
大
字
北
園
一
丁
目
六
の
二

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

��

医
療
法
人
青
仁
会

青
南
病
院

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
赤
坂
一
六

の
三

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

��

社
会
医
療
法
人

松
平
病
院

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
出
口
平
一

七

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

��

２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

相
馬
常
盤
野

線 吹
上
金
屋
黒

石
線 路

線
名

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代
字
稲
元
二
一
八
の
二
か
ら

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
大
秋
字
沢
田
六
五
の
五
一
ま
で

平
川
市
新
館
後
野
八
〇
の
一
か
ら

平
川
市
町
居
山
元
一
二
九
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

一
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
、
一
四
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
一
四
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

八
三
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

八
三
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

公

告

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
申
請

農
地
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号)

第
四
十
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、

農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
し
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

二

申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況

現
に
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
と
見

込
ま
れ
る
。

三

申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細

裁
定
手
続
後
に
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
。

四

希
望
す
る
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の

額
五

意
見
書
の
提
出

申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日

２

提
出
先

青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

�

意
見
書
の
提
出
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容

�

意
見
書
の
提
出
者
の
申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
状
況
及
び
利
用
計
画

�

意
見
書
の
提
出
者
が
申
請
に
係
る
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由

�

意
見
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由

�

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
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所

在

及

び

地

番

地

目

面
積

(
平
方
メ
ー
ト
ル)

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢
字
柴
山
二
三
の
五
一

畑

六
三
四

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢
字
柴
山
二
三
の
五
二

畑

八
二

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢
字
柴
山
二
六
の
一

畑

一
四
、
三
三
六

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢
字
柴
山
二
八

畑

二
五
、
〇
二
三

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢
字
柴
山
二
九

畑

一
二
、
三
〇
七

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢
字
柴
山
三
〇

畑

七
、
七
六
二

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢
字
柴
山
三
一

畑

九
、
三
七
七

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
石
沢
字
柴
山
三
二

畑

一
二
、
五
八
六

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期

存
続
期
間

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

平
成
二
八
年
四
月

五
年

〇
円

３

県

道

町
居
平
賀
停

車
場
線

平
川
市
町
居
山
元
九
七
の
一
か
ら

平
川
市
町
居
山
元
九
七
の
一
ま
で

後 前

七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

一
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル



( )

土
地
立
入
の
通
知

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
か
ら
、
土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
十
九
号)

第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
立
入
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

二

事
業
の
種
類

北
海
道
新
幹
線
建
設
工
事
及
び
附
帯
工
事

三

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

四

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
長

瀬
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日

中
南
地
域
県
民
局
長

藤

岡

正

昭

雑

報
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市

町

村

名

大

字

名

字

名

東

津

軽

郡

�

田

村

�

田

�
田
山

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

福
島

彰

佐
藤

修
一

木
村

久
榮

花
田

昇

�
谷

正
徳

小
山
内

保

佐
藤

克
郎

石
戸
谷

久

石
戸
谷

満

笹

慎
一

齊
藤

秀
明

椛
澤

善
則

五
十
嵐

昇

福
島

彰

佐
藤

修
一

木
村

久
榮

花
田

昇

齋
藤

健
作

小
山
内

保

佐
藤

克
郎

吉
崎

金
男

大
瀬

豊

笹

慎
一

齊
藤

秀
明

山
本

勝
義

五
十
嵐

昇

弘
前
市
大
字
駒
越
字
高
田
一
一
の
三

〃

大
字
真
土
字
東
川
二
四
一

〃

大
字
一
町
田
字
浅
井
四
七
二
の
一

〃

大
字
熊
嶋
字
豊
田
二
六
八
の
一

〃

大
字
高
屋
字
安
田
一
七
六
の
一
一

〃

大
字
土
堂
字
長
瀬
八
三

〃

大
字
藤
代
四
丁
目
二
の
六

〃

大
字
浜
の
町
東
五
丁
目
一
の
二

〃

大
字
浜
の
町
東
五
丁
目
三
の
八

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
六
の
一

〃

大
字
一
町
田
字
村
元
六
六
一
の
二

〃

大
字
高
屋
字
本
宮
五
三
二
の
二

〃

大
字
石
渡
三
丁
目
一
一
の
七

〃

大
字
駒
越
字
高
田
一
一
の
三

〃

大
字
真
土
字
東
川
二
四
一

〃

大
字
一
町
田
字
浅
井
四
七
二
の
一

〃

大
字
熊
嶋
字
豊
田
二
六
八
の
一

〃

大
字
高
屋
字
本
宮
四
八
三
の
一

〃

大
字
土
堂
字
長
瀬
八
三

〃

大
字
藤
代
四
丁
目
二
の
六

〃

大
字
外
瀬
一
丁
目
七
の
二

〃

大
字
船
水
三
丁
目
一
一
の
一
五

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
六
の
一

〃

大
字
一
町
田
字
村
元
六
六
一
の
二

〃

大
字
土
堂
字
長
瀬
七
三
の
二

〃

大
字
石
渡
三
丁
目
一
一
の
七

平
成

��･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

平
成
28年

度
調
理
師
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

調
理
師
法
(昭
和
33年

法
律
第
147号

)
第
３
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
知
事
か
ら

委
任
さ
れ
た
調
理
師
試
験
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
実
施
す
る
｡

平
成
28年
３
月
９
日

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

理
事
長

宇
都
宮
久
俊

１
試
験
の
日
時
及
び
場
所

�
日
時

平
成
28年
10月
８
日
(土
曜
日
)
午
後
１
時
30分
か
ら
午
後
３
時
30分
ま
で

�
場
所

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム
(青
森
市
安
方
一
丁
目
１
番
４
０
号
)

２
受
験
申
請
書
の
配
布
期
間
及
び
配
布
場
所

�
配
布
期
間

平
成
28年
５
月
16日

(月
曜
日
)
か
ら
６
月
27日

(月
曜
日
)
ま
で

�
配
布
場
所

青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課

県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
(県
内
各
保
健
所
｡
た
だ
し
､
青
森
市
保

健
所
は
含
み
ま
せ
ん
｡
)

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

３
受
験
申
請
書
の
受
付
日
時
及
び
場
所

�
一
般
郵
送
受
付

平
成
28年
５
月
16日

(月
曜
日
)
か
ら
６
月
27日

(月
曜
日
)
ま
で
(同
日
消
印
有
効
)

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
２
丁
目
８
番
５
号
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
５
階

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当
あ
て

�
団
体
窓
口
受
付
(５
名
以
上
で
､
電
話
連
絡
が
必
要
)

平
成
28年
５
月
16日

(月
曜
日
)
か
ら
６
月
27日

(月
曜
日
)
ま
で
の
平
日
の
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当

４
受
験
資
格

�
学
歴

ア
学
校
教
育
法
(昭
和
22年
法
律
第
26号
)
第
57条
の
規
定
に
基
づ
き
､
高
等
学
校
の
入
学

資
格
を
有
す
る
者
(中
学
校
卒
業
以
上
の
者
)

イ
旧
制
国
民
学
校
高
等
科
を
修
了
し
た
者
及
び
旧
制
中
学
校
２
年
の
課
程
を
終
わ
っ
た
者
又

は
厚
生
労
働
大
臣
が
同
等
と
認
め
る
者

�
職
歴

調
理
師
法
施
行
規
則
第
４
条
に
定
め
る
施
設
で
､
２
年
以
上
調
理
業
務
(原
則
週
４
日
以
上

か
つ
１
日
６
時
間
以
上
)
に
従
事
し
た
者

５
受
験
手
数
料

6,100円

６
合
格
発
表
の
日
時
等

�
日
時

平
成
28年
11月
30日

(水
曜
日
)

�
掲
示
場
所

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
掲
示
板

青
森
県
庁
東
側
掲
示
板
及
び
県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
掲
示
板
(県

内
各
保
健
所
｡
た
だ
し
､
青
森
市
保
健
所
は
含
み
ま
せ
ん
｡
)

�
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.chouri-ggc.or.jp/

７
問
い
合
わ
せ
先

�
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当

電
話
03
(3667)

1815

�
青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課

電
話
017
(734)

9213
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